
「個品割賦購入契約約款」新旧対照表 

改定前（2014 年 11 月 20 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

第 6 条（賦払金の支払期日・支払方法） 

2．購入者は、本契約が成立日した月の翌月より最大

24 ヵ月間、賦払金を支払うものとします。 

第 6 条（賦払金の支払期日・支払方法） 

2．購入者は、本契約の成立日が属する月の翌月より最大

24 ヵ月間、賦払金を支払うものとします。なお、商品

のうち、「SoftBank Air サービス規約」に基づき提供す

る SoftBank Air サービスにて利用する「Air ターミナ

ル」の購入者は、本契約の成立日の翌日を 1 日目とし

て 8 日目が属する月の翌月より最大 24 ヵ月間、賦払金

を支払うものとします。 

 

 

 

「BB サポートワイド利用規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 10 月 2 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

第 2 条（定義） 

本規約において用いられる以下の用語は、それぞれ以

下に記載する意味を有します。 

8．「レンタル規約」とは、会員が接続機器を当社より

レンタルするにあたり、当該レンタル契約に適用

される、「接続機器レンタル規約」および「接続機

器レンタル個別規定」をいいます。 

第 2 条（定義） 

本規約において用いられる以下の用語は、それぞれ以下に記

載する意味を有します。 

8．「レンタル規約」とは、会員が接続機器を当社よりレンタ

ルするにあたり、当該レンタル契約に適用される、「接続

機器レンタル規約」、「接続機器レンタル規約（Yahoo! BB 

光 with フレッツ/Yahoo! BB 光 フレッツコース用」、

「接続機器レンタル規約（SoftBank Air 用）」および「接

続機器レンタル個別規定」をいいます。 

 

 

「公衆無線 LAN 利用規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 7 月 1 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

第 19 条（利用契約の終了） 

次の事項に該当する場合は、何ら意思表示なく当然に本

サービスの利用契約も終了するものとします。 

(1)Yahoo! BB サービスの申し込みが取り消される等、会

員のYahoo! BBサービスの利用契約が成立しなかった

場合 

(2)会員の Yahoo! BB サービスの利用契約が終了した場

第 19 条（利用契約の終了） 

次の事項に該当する場合は、何ら意思表示なく当然に本

サービスの利用契約も終了するものとします。 

(1)Yahoo! BB サービスの申し込みが取り消される等、会

員の Yahoo! BBサービスの利用契約が成立しなかった

場合 

(2)会員の Yahoo! BB サービスの利用契約が終了した場



合 

 

合 

(3)SoftBank Air 以外の Yahoo! BB サービスの会員でかつ

第 21 条が適用されている会員が SoftBank Air にサー

ビス変更した場合 

 

 

「チャリティホワイト利用規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 10 月 2 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

4．本件寄附金の支払い 

 (3) 本件寄附金は、次の各号に定める月から、毎

月、本件指定電気通信サービスに係るご利用料金

（以下、「月額利用料金」といいます。）とあわ

せてお支払いいただくものとします。 

③ Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／

Yahoo! BB バリュープランのいずれかから

Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 

with フレッツ  ver.  エンジョイネット／

Yahoo! BB 光 フレッツコース／Yahoo! BB 光 

フレッツコース  ver. エンジョイネット／

Yahoo! BB 光シティ/SoftBank Air のいずれか

へのサービス変更と同時に本サービスをお申

込いただいた場合は、当社が当該お申込を受諾

した日が属する月 

4．本件寄附金の支払い 

 (3) 本件寄附金は、次の各号に定める月から、毎

月、本件指定電気通信サービスに係るご利用料

金（以下、「月額利用料金」といいます。）と

あわせてお支払いいただくものとします。 

③ Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン

／Yahoo! BB バリュープランのいずれかから

Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 

with フレッツ ver. エンジョイネット／

Yahoo! BB 光 フレッツコース／Yahoo! BB 

光 フレッツコース ver. エンジョイネット

／Yahoo! BB 光シティ/SoftBank Airのいずれ

かへのサービス変更と同時に本サービスをお

申込いただいた場合は、当社が当該お申込を

受諾した日が属する月 

 

 

「BB ライフ会員規約」新旧対照表 

改定前（2013 年 4 月 19 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

第 2 条（用語の定義） 

 (9)「指定サービス」とは、当社が本サービスを提供す

る上で利用契約の締結が前提とされているサービス

であって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank ブ

ロードバンド  ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 with 

フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコース

サービス」または「Yahoo! BB for Mobile サービス」

のいずれかをいいます。 

 

第 2 条（用語の定義） 

 (5) 「契約成立日」とは利用契約が締結された日をい

います。 

(6) 「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社お

よび当社が提供する会員制インターネットサービス

の総称をいいます。  

 (11) 「SoftBank Air」とは、Wireless City Planning 株

式会社から AXGP 回線を借り受け、当社が提供する電

気通信サービスおよびインターネット接続サービス



をいいます。 

(12) 「指定サービス」とは、当社が本サービスを提供

する上で利用契約の締結が前提とされているサービ

スであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank 

ブロードバンド  ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 

with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコ

ースサービス」、「Yahoo! BB for Mobile サービス」、

「SoftBank Air」のいずれかをいいます。 

第 6 条（利用契約の成立） 

２．Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for Mobile

サービスと同時に本サービスをお申し込みの場合、

Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for Mobile

サービスの利用契約の成立日の 7 日後に契約が成立

するものとします。 

第 6 条（利用契約の成立） 

２．Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サー

ビス、SoftBank Air と同時に本サービスをお申し込み

の場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! 

BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile

サービス、SoftBank Air の利用契約の成立日の 7 日後

に契約が成立するものとします。 

 

 

「BB ライフホームドクター サービス利用規約」新旧対照表 

改定前（2013 年 6 月 4 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

第 2 条（用語の定義） 

 (10) 「指定サービス」とは、当社が本サービスを提供

する上で利用契約の締結が前提とされているサービ

スであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank 

ブロードバンド  ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 

with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコ

ースサービス」または「Yahoo! BB for Mobile サービ

ス」のいずれかをいいます。 

第 2 条（用語の定義） 

(6)「契約成立日」とは利用契約が締結された日をいいま

す。 

(7)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供する会員制インターネットサービスの総

称をいいます。 

 (12) 「SoftBank Air」とは、Wireless City Planning 株

式会社から AXGP 回線を借り受け、当社が提供する電

気通信サービスおよびインターネット接続サービス

をいいます。 

(13) 「指定サービス」とは、当社が本サービスを提供

する上で利用契約の締結が前提とされているサービ

スであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank 

ブロードバンド  ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 

with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコ

ースサービス」「Yahoo! BB for Mobile サービス」、



「SoftBank Air」のいずれかをいいます。 

第 6 条（利用契約の成立） 

2． Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! 

BB 光 フレッツコースサービス、またはYahoo! BB for 

Mobile サービスと同時に本サービスをお申し込みの

場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! 

BB 光 フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for 

Mobile サービスの利用契約の成立日の 7 日後に、本サ

ービスの利用契約が成立するものとします。 

第 6 条（利用契約の成立） 

２． Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! 

BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile

サービス、SoftBank Air と同時に本サービスをお申し

込みの場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、

Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB for 

Mobile サービス、SoftBank Air の利用契約の成立日の

7 日後に、本サービスの利用契約が成立するものとし

ます。 

 

 

「BB マルシェ by 大地を守る会 サービス利用規約」新旧対照表 

改定前（2012 年 10 月 1 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

第 2 条(用語の定義) 

 (11)「指定の電気通信サービス」とは、当社が本サービ

スを提供する上で利用契約の締結が前提とされてい

るサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、

「SoftBank ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! 

BB 光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレ

ッツコースサービス」または「Yahoo! BB for Mobile サ

ービス」のいずれかをいいます。 

第 2 条(用語の定義) 

(6)「契約成立日」とは利用契約が締結された日をいいま

す。 

(8)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供する会員制インターネットサービスの総

称をいいます。  

(13)「SoftBank Air」とは、Wireless City Planning 株式会

社から AXGP 回線を借り受け、当社が提供する電気通

信サービスおよびインターネット接続サービスをい

います。 

(14)「指定の電気通信サービス」とは、当社が本サービ

スを提供する上で利用契約の締結が前提とされてい

るサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、

「SoftBank ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! 

BB 光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレ

ッツコースサービス」、「Yahoo! BB for Mobile サービ

ス」、「SoftBank Air」のいずれかをいいます。 

第 4 条(利用契約の成立) 

2. Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for Mobile 

サービスと同時に本サービスをお申し込みの場合、

Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

第 4 条(利用契約の成立) 

2. Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サー

ビス、SoftBank Air と同時に本サービスをお申し込み

の場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! 



フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for Mobile 

サービスの利用契約の成立日の翌日に契約が成立す

るものとします。 

BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile 

サービス、SoftBank Air の利用契約の成立日の翌日に

契約が成立するものとします。 

 

 

「BB お掃除&レスキュー サービス利用規約」新旧対照表 

改定前（2012 年 12 月 3 日付） 改定後（2014 年 12 月 12 日付） 

第 2 条(用語の定義) 

 (12)「指定の電気通信サービス」とは、当社が本サービ

スを提供する上で利用契約の締結が前提とされてい

るサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、

「SoftBank ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! 

BB 光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレ

ッツコースサービス」または「Yahoo! BB for Mobile サ

ービス」のいずれかをいいます。 

 

第 2 条(用語の定義) 

(8) 「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社お

よび当社が提供する会員制インターネットサービス

の総称をいいます。 

 (13) 「SoftBank Air」とは、Wireless City Planning 株

式会社から AXGP 回線を借り受け、当社が提供する電

気通信サービスおよびインターネット接続サービス

をいいます。 

(14) 「指定の電気通信サービス」とは、当社が本サー

ビスを提供する上で利用契約の締結が前提とされて

いるサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、

「SoftBank ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! 

BB 光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレ

ッツコースサービス」、「Yahoo! BB for Mobile サービ

ス」、「SoftBank Air」のいずれかをいいます。 

第 4 条（利用契約の成立時期） 

2. Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for Mobile 

サービスと同時に本サービスをお申し込みの場合、

Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービスまたは、Yahoo! BB for Mobile 

サービスの契約成立日の 2 日後に利用契約が成立す

るものとします。 

第 4 条（利用契約の成立時期） 

2. Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サー

ビス、SoftBank Air と同時に本サービスをお申し込み

の場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! 

BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile 

サービス、SoftBank Air の契約成立日の 2 日後に利用

契約が成立するものとします。 

 


